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秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

　

11
月
９
日
（
水
）
～
15
日

（
火
）
は
、
平
成
28
年
秋
季
全

国
火
災
予
防
運
動
の
実
施
期
間

で
す
。
火
災
の
発
生
し
や
す
い

季
節
に
な
る
の
で
、
よ
り
一
層

の
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

平
成
28
年
度
の
全
国
統
一
防

火
標
語
は
『
消
し
ま
し
ょ
う 
そ

の
火
そ
の
時 

そ
の
場
所
で
』
で
す
。

　

住
宅
防
火
の
７
つ
の
ポ
イ
ン

ト
を
守
り
、
火
災
を
起
こ
さ
な

い
よ
う
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

【
住
宅
防
火
７
つ
の
ポ
イ
ン
ト
】

◆
３
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
絶
対
や
め
る

・
ス
ト
ー
ブ
は
燃
え
や
す
い
物

　

か
ら
離
れ
た
位
置
で
使
用

・
ガ
ス
こ
ん
ろ
等
の
側
を
離
れ

　

る
時
は
必
ず
火
を
消
す

◆
４
つ
の
対
策

・
住
宅
火
災
警
報
器
で
逃
げ
遅

　

れ
を
防
ぐ

・
寝
具
や
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火

　

災
を
防
ぐ
に
は
防
炎
品
を
活

　

用
す
る

・
住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置

・
お
年
寄
り
や
体
の
不
自
由
な

　

人
を
守
る
た
め
、
隣
近
所
の

　

協
力
体
制
を
作
る

【
問
い
合
わ
せ
先
】

消
防
本
部
☎
53
・
４
１
７
６

地
籍
調
査
事
業
成
果
の

土
地
登
記
完
了
に
つ
い
て

　

次
の
区
域
に
つ
い
て
、
地
籍

調
査
事
業
の
成
果
で
あ
る
地
籍

図
・
地
籍
簿
の
登
記
が
完
了
し

ま
し
た
の
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
完
了
区
域
】
香
美
市
物
部
町

中
谷
川
・
大
栃
・
山
崎
の
各
一
部

※

平
成
16
年
度
香
美
市
役
所
調
査
地
区

【
完
了
日
】
平
成
28
年
９
月
５
日

【
問
い
合
わ
せ
先
】
建
設
課
地

籍
調
査
班　

☎
53
・
３
１
１
８

不
法
投
棄
は
犯
罪
で
す

　

一
部
の
心
な
い
人
に
よ
る
山

林
、
道
路
、
河
川
、
空
き
地
等

へ
の
不
法
投
棄
が
後
を
絶
ち
ま

せ
ん
。
不
法
投
棄
は
、
美
観
を

損
な
う
だ
け
で
な
く
、
悪
臭
や

汚
染
、
新
た
な
不
法
投
棄
を
誘

発
し
、
生
活
環
境
を
悪
化
さ
せ

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ル
ー
ル

を
守
っ
て
処
理
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

も
し
、
悪
質
な
不
法
投
棄
を

し
て
い
る
現
場
を
見
か
け
た
ら
、

環
境
上
下
水
道
課
ま
た
は
南
国

警
察
署
へ
通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】
環
境
上
下

水
道
課　

☎
53
・
１
０
６
３

南
国
警
察
署

☎
０
８
８
・
８
６
３
・
０
１
１
０

税
に
関
す
る
作
品
展

11
月
11
日
（
金
）
～
17
日

（
木
）
は
税
を
考
え
る
週
間
で
す
。

　

香
美
市
・
南
国
市
・
香
南

市
・
本
山
町
・
大
豊
町
の
小
中

学
生
が
書
い
た
税
に
関
す
る
作

文
や
習
字
、
図
画
な
ど
約
130
点

を
展
示
し
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

※

入
場
無
料

【
期
間
】
11
月
11
日
（
金
）
～

17
日
（
木
）

【
場
所
】

サ
ニ
ー
ア
ク
シ
ス
南
国
店

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
税
務
署
総
務
課

☎
０
８
８
・
８
６
３
・
３
２
５
２

納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は

社
会
保
険
料
控
除
対
象
で
す

　　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
健
康

保
険
や
厚
生
年
金
な
ど
の
社
会

保
険
料
を
納
め
た
場
合
と
同
様

に
、
社
会
保
険
料
控
除
と
し
て

そ
の
年
の
課
税
所
得
か
ら
控
除

し
、
所
得
税
額
を
軽
減
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

　

税
法
上
と
て
も
有
利
な
国
民

年
金
は
、
老
後
は
も
ち
ろ
ん
、

不
慮
の
事
故
な
ど
万
一
の
と
き

に
も
心
強
い
味
方
と
な
る
制
度

で
す
。
保
険
料
は
忘
れ
ず
き
ち

ん
と
納
め
ま
し
ょ
う
。

【
控
除
対
象
】

平
成
28
年
１
月
～
12
月
の
期
間

に
納
め
ら
れ
た
保
険
料
の
全
額

（
過
去
の
年
度
分
や
追
納
さ
れ

た
保
険
料
を
含
む
）

※

配
偶
者
や
ご
家
族
の
負
担
す

べ
き
国
民
年
金
保
険
料
を
支
払

っ
て
い
る
場
合
、
そ
の
保
険
料

に
つ
い
て
も
合
わ
せ
て
控
除
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
手
続
方
法
】

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
に
よ

り
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
平
成
28
年
中
に
納
付

し
た
国
民
年
金
保
険
料
に
つ
い

て
、
社
会
保
険
料
控
除
を
受
け

る
た
め
に
は
、
保
険
料
を
支
払

っ
た
こ
と
を
証
明
す
る
書
類

（
領
収
証
書
等
）
を
添
付
す
る

必
要
が
あ
り
ま
す
。

【
証
明
書
類
の
送
付
】

　

保
険
料
を
支
払
っ
た
こ
と
の

証
明
書
類
と
し
て
、
日
本
年
金

機
構
か
ら
『
社
会
保
険
料
（
国

民
年
金
保
険
料
）
控
除
証
明

書
』
が
送
付
さ
れ
ま
す
。
送
付

時
期
は
次
の
と
お
り
で
す
の
で
、

申
告
の
際
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◆
１
月
１
日
～
９
月
30
日
の
期

　

間
に
納
付
し
た
方

　

11
月
上
旬
に
送
付

◆
10
月
１
日
～
12
月
31
日
の
期

　

間
に
今
年
初
め
て
国
民
年
金

　

保
険
料
を
納
め
た
方

　

来
年
２
月
上
旬
に
送
付

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
年
金
事
務
所

☎
０
８
８
・
８
６
４
・
１
１
１
１

11
月
30
日
は
年
金
の
日

　

ご
自
身
の
年
金
を
確
認
し
、

未
来
の
生
活
設
計
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。

ね
ん
き
ん
ネ
ッ
ト
を
利
用
す

る
と
、
い
つ
で
も
ご
自
身
の
年

金
記
録
を
確
認
で
き
る
ほ
か
、

将
来
の
年
金
受
給
見
込
額
に
つ

い
て
、
ご
自
身
の
年
金
記
録
を

基
に
し
た
試
算
を
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
日
本
年

金
機
構
の
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧
い
た
だ

く
か
、
南
国
年
金
事
務
所
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

南
国
年
金
事
務
所

☎
０
８
８
・
８
６
４
・
１
１
１
１

こ
う
ち
あ
っ
た
か
パ
ー
キ
ン
グ

　

高
知
県
で
は
、
障
害
や
高
齢

な
ど
の
た
め
に
移
動
に
配
慮
が

必
要
な
方
に
対
し
て
、
県
内
共

通
の
利
用
証
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
利
用
証
を
お
持
ち
の
方
は
、

表
示
の
あ
る
ス
ペ
ー
ス
に
車
を

停
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

【
利
用
証
交
付
対
象
者
】

◆
身
体
障
害
・
知
的
障
害
・
精

　

神
障
害
・
発
達
障
害
・
要
介

　

護
認
定
・
難
病
な
ど
に
よ
り

　

移
動
に
配
慮
が
必
要
な
方

◆
妊
産
婦
・
け
が
等
で
一
時
的

　

に
移
動
の
配
慮
が
必
要
な
方

【
申
請
窓
口
】

◆
申
請
の
受
付
と
利
用
証
の
交
付

・
中
央
東
福
祉
保
健
所

・
高
知
県
障
害
保
健
福
祉
課

◆
申
請
の
受
付
の
み

・
福
祉
事
務
所
、
健
康
介
護
支

　

援
課
、
香
北
支
所
、
物
部
支
所

※

障
害
者
手
帳
等
を
持
参
の
こ
と

【
問
い
合
わ
せ
先
】

高
知
県
障
害
保
健
福
祉
課

☎
０
８
８
・
８
２
３
・
９
６
６
３ ▲駐車場の表示

　下ノ村地区は香我美橋（国道１９５号）から
下流の物部川で最も川幅が狭く、流下能力の
低い場所です。氾濫した場合多くの地域が浸
水し、大きな被害が発生する恐れがあります。
　洪水時に安全を確保するため、水の流下を
スムーズにする工事を平成２５年度から実施し
ています。現在、新しい堤防が完成しており、
今年は古い堤防の撤去工事を行います。
　工事期間中は、ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をよろしくお願いします。

物部川物部川下ノ村引堤関連工事下ノ村引堤関連工事物部川下ノ村引堤関連工事 や
な
せ
た
か
し

Ｃ物
部 

ア
ユ
ち
ゃ
ん

■問い合わせ先　四国地方整備局高知河川国道事務所物部川出張所　☎０８８－８６３－２７２０

町田橋町田橋

下ノ村地区下ノ村地区
町田地区町田地区 物

部
川

ここまで堤防を移動ここまで堤防を移動

現在の堤防位置現在の堤防位置

平成２８年９月～平成２９年７月（予定）

被災建築物の危険度判定

　被災建築物応急危険度判定は、地震で被災
した建物について、余震で倒壊するなどの危
険性について判定し、表示するものです。
　判定結果は、次の３種類のステッカーを建
物の出入口等に掲示します。

　なお、地震発生後の建物の判定には、この
他に次のようなものもあります。これらは判
定の目的や基準がそれぞれ異なります。
◆被災度区分判定…建物の復旧対策を検討す
　る目的で応急危険度判定後に建物の被災度
　を詳細に判定する
◆住家被害認定…り災証明書を発行する目的
　で被害程度を認定するもの

被災宅地危険度判定

　被災宅地危険度判定は、巨大地震や大雨な
どにより、宅地が大規模で広範囲に災害を受
けた場合に、宅地の被害状況や危険性につい
て判定し、表示するものです。
　判定結果は、次の３種類のステッカーを現
地の見やすい場所に掲示します。

　巨大地震などにより、宅地や建築物が被災
した場合に、被害状況を把握するとともに、
住民へ情報を提供し、２次災害の軽減・防止
を図ろうとする制度があります。
【問い合わせ先】建設課　☎５３－３１１９

調査済（緑色）要注意（黄色）危険（赤色）

調査済（青色）要注意（黄色）危険（赤色）

被災した宅地や建築物の

危険を知らせるサイン

い
い　

み
ら
い


